
自動車の安全・環境の確保を図るためには、自動車ユーザーが適切に点検整備を実施できる環境整備が必要
であり、その業務に携わる高度な技能、知識を持った人材が必要。

また、近年の自動車技術の高度化により、より一層、高度な技能、知識を持った人材が求められている。

 しかしながら、少子化や若者のクルマ離れの進展、将来選択肢の多様化等により、自動車整備士を目指す若
者が激減する一方で、高齢化が進展し、近い将来、クルマ社会の安全・安心に直結する自動車整備を支える人
材の不足が顕在化する可能性が大きい。

 このため、本協議会は、国土交通省と協力し、自動車整備に携わる人材の確保、育成を図ることを目的とする。

○自動車整備人材確保・育成推進協議会

 日本自動車車体整備協同組合連合会
 全国自動車電装品整備商工組合連合会
 全国タイヤ商工協同組合連合会

 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
 全国自動車大学校・整備専門学校協会
 全国自動車短期大学協会

１．設立の目的

２．参加団体（14団体）

平成26年
4月 7月 10月

平成27年
1月

 全国タイヤ商工協同組合連合会
 全国オートバイ協同組合連合会
 一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
 日本自動車輸入組合
 公益財団法人 日本自動車教育振興財団

 全国自動車短期大学協会
 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会
 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
 一般社団法人 日本自動車工業会
 一般社団法人 日本自動車連盟

自動車整備人材確保・育成
推進協議会発足

（平成26年4月22日）

高等学校に対する自動車整備の仕事のPR
・運輸支局と自動車整備人材確保・育成推進
協議会が協力し、高等学校の校長等を訪問

小中学生や親を対象とした体験イベント
の実施
・自動車と整備の仕事に興味を持って
もらうためのイベントを各地方で実施

女性整備士の好事例等の情報
収集、周知
・女性活躍の職場の好事例
・女性の視点からの自動車整備
の仕事の魅力

平成26年度の結果を踏まえ、
平成27年度活動内容を決定

整備士のイメージ向上ポスター
の作成、掲示
・自動車整備、特に女性への訴求も
考慮したポスターを作成し、広く掲
示

３．活動予定
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自動車整備人材確保・育成地方連絡会（案）

国土交通省

自動車整備人材確保・育成推進協議会
・自動車整備関係団体
・自動車販売関係団体
・自動車整備士養成関係団体
・その他自動車関連団体

協議

各運輸局等
高等学校訪問
について協力

整備士養成校連絡会
・整備士養成校

（専門学校、短期大学）

１．女性整備士などの意見収集
自動車整備に関する意見や女性整備士の活躍

等について、女性整備士及び男性整備士から意
見の聞き取りを行い、それを取りまとめる。（自動
車整備振興会が実施）

２．自動車整備人材確保・育成地方連絡会の設立
各地方において産学官（業界団体、整備士養成

施設、運輸支局等）が情報共有することにより、自
動車整備の人材確保・育成の施策等を効果的に

●平成２６年度下半期の活動とし、第３回自動車整備人材確保育成・推進協議会で次の
実施内容が決定。

○今後の主な取組みについて

●各地方における自動車関係団体
●整備士養成施設

（専門学校、短期大学、認定大学、その他養成校）

 自動車整備人材確保・育成地方連絡会は各地方（運輸支局単位）に設置され、
自動車整備の人材確保・育成に関する情報の共有及び意見交換を行う

各運輸支局等
●自動車整備人材確保・育成推進協議会の参加団体の

地方組織

自動車整備人材確保・育成地方連絡会

自動車整備の人材確保・育成に
関する情報の共有及び意見交換

動車整備の人材確保・育成の施策等を効果的に
実施するための自動車整備人材確保・育成地方
連絡会を設立。

３．平成２７年度高等学校訪問準備
平成２７年度の高等学校訪問の準備として、運輸

局等と整備士養成校連絡会の意見交換会や、現
在活用できる奨学金等の調査及び体験学習等に
関する調査WGを設置し、資料を作成。

●平成２７年度の活動については、平成２６年度と同じく高等学校への訪問を４月末に開
始するとともに、それ以外については、平成２７年３月に開催予定の第４回協議会にお
いて決定予定。
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